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伊東市政治倫理審査会会議録 

（令和３年度第２回要点記録） 

公開の 

状況 

公 開 

（非公開） 

開催 

日時 

令和３年１０月２０日（水） 

午前９時５８分～午前１１時５分 
場所 市役所７階特別会議室 

出席者 
委員（４人） 山本哲正、矢崎良夫、杉山はるみ、東端克博 

事務局（４人）企画部長、秘書課長、秘書課長補佐、秘書課長補佐 

欠席者 なし 傍聴者  なし 

議事 
 ⑴ 伊豆メガソーラーパーク合同会社と交わした確約書について 

 ⑵ その他 

【 議 事 】 

 ⑴ 伊豆メガソーラーパーク合同会社と交わした確約書について 

別紙「会議の経過概要」のとおり審議を行った。 

 ⑵ その他 

   上記議案について継続審議とすることとしたため、次回会議の開催日程等協議した。 
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別 紙 

【会議の経過概要】 

（事 務 局）ただいまから、伊東市政治倫理審査会を開会する。 

      始めに、山本会長から、ご挨拶をお願いする。 

（山本会長）（挨拶） 

（山本会長）早速、議事「伊豆メガソーラーパーク合同会社と交わした確約書について」に

入りたいと思う。 

      事務局から、これからの審査の進め方等について、説明願う。 

（事 務 局）（説明） 

（山本会長）ただいまの事務局の説明について、質疑、意見等を伺う。 

（質疑・意見なし） 

（山本会長）質疑、意見等はないようなので、事務局の説明のとおり審査を進めてまいりた

いと思う。 

     始めに、疑問点の確認を行う。 

     条例第１６条の規定に基づき、市長に対し、本会議への出席を求める。 

（市長入室） 

（山本会長）始めに、事前にいただいている質問から、順次、お伺いをさせていただく。 

     最初に、Ａ委員から質問の趣旨や説明などをお伺いしたいと思う。 

（Ａ 委 員）前回の審査会において確約書の署名に至った経緯についての資料をいただい

たが、その中で令和２年１１月１１日に、建設部職員が相手方と面会し市長の考

えを伝えたとあり、その後、令和３年１月初旬に、先方から確認のため確約書と

して署名をしていただきたいとの連絡があったとのことだが、この間２か月近

く、副市長や顧問弁護士などに意見を求めることはなく、何もしなかったのか。

また、そのような機会がなかったのかお伺いする。 

（小野市長）Ａ委員の質問にお答えする前に、この政治倫理審査会について、私が確約書に

署名したということで２回目の審査会を開催いただき、大変恐縮に思う。 

質問事項については、正直に正確にお答えさせていただく。 

それでは、只今の質問事項についてであるが、１１月１１日のことと記憶して

いるが、職員に委任状を託し、表現が正確かどうか分からないが、相手との水面

下の交渉を依頼した。それは当時、損害賠償を求める内容証明書付きの警告書や

通知が再三、再四、私の下に届いており、内容についても、徐々に具体的なもの

が示され、１日につき４８８万何千円という損失が出ているということや、いず

れそのようなことに対する損害賠償を考えているというような内容になってき

た。 

そのような状況の中で、いろいろな方面からも、心配の声があり、何か打開策

は考えておいた方がよいという意見もあったため、控訴審の最中ではあったが、
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私が直接先方に伺うわけにもいかないということもあって、１１月初旬の時点

では、正直、少し探りを入れるというような、軽いもののつもりでいた。その後

２か月間、先方から特段何かあったというようなことはなかったと記憶してお

り、１月に入り、先方から、書面にしてほしいということで、先方が作成した確

約書への署名となった。ただ、一方的に先方が作成したものであるので、何点か

協議や修正をしたような記憶があり、先方から言われるがままに署名したもの

ではない。適切な表現かわからないが、この内容ならば差し支えがないと判断し

署名をした。確約書については私が一読をし、２月９日に市長室において署名を

したものである。 

副市長等への相談等についてであるが、私の思いとしては、当初は書面で交わ

す考えはなく、公文書であるというつもりではなかったため、その間は、特に誰

に相談することもなく、早く返事をしておこうというような考えでいた。自分の

中でも少し追い詰められた気持ちもあり、最終的に伊東市が損害賠償をするこ

とがないように準備をしておこうというようなつもりであったので、副市長や

建設部の最高責任者である建設部長等には相談していなかった。 

（Ｂ 委 員）確約書を拝見すると、損害賠償の減額等についての内容が一切記載されていな

いのだが、市長が伊東市側として確約書を作成する目的としては、やはり損害賠

償をなるべく少なくしたいという意向が働いたと察することができるが、その

ことについて、この書面以外に何か相手方と口頭による話などはあったのか。 

（小野市長）記憶の中の話になるが、損害賠償をしないでほしいというお願いをしていたと

思う。私の意図としては、損害賠償をゼロにしたいというところから始まってい

る。議会やその他のいろいろな場面では、損害賠償を最小限にしたいと説明して

きたが、最小限ということは、ゼロにしてほしいという意味であり、ゼロにした

いというとちょっと刺激が強いので公には話してこなかった。この書面には損

害賠償については記載されていないが、損害賠償をゼロにしたいという思いか

ら、確約書への署名に至ったということである。 

（Ｂ 委 員）この点については、本審査会の所掌を外れてしまうかもしれないが、一応、確

認させていただいた。 

（Ｃ 委 員）今の質問に関連していくつかお伺いするが、まず１点目として、市長が直接交

渉するわけにはいかないということで、建設課の職員の方に委任したと思われ

るが、委任状については、書面で出されたのか。 

（小野市長）簡易な様式だが、委任状として小野達也と署名をした。 

（Ｃ 委 員）もう１点、相手方から書面が送付されてきた段階で、今回の訴訟を担当してく

ださっている弁護士などに相談はされなかったのか。 

（小野市長）今となっては軽率だったと思っているが、相談はしなかった。 

その理由は、多くの知り合いの弁護士から、裁判の流れからしても圧倒的に不
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利であり、事業はやられるは損害賠償金は取られるはということは、絶対避けた

ほうがいいので和解したほうがよいというような意見をいただくことが多かっ

たからである。 

そういうことで、私なりに努力したつもりであったが、今思えば裁判を依頼し

ている弁護士の先生に相談して、公文書として正式に回答する必要があったと

いうことで反省しているが、そのときは、ちょっと甘かったのだが、裁判とは別

のもので、これが最大のリスクヘッジになるとの考えであった。 

（Ｄ 委 員）市長が事前に弁護士等の第三者の意見を聞いて、結果的には単独でやったこと

になってしまったが、リスクヘッジをしなければならないというようなことで

考えが凝り固まってしまったのかと思う。個人で物事を進めてしまったという

ことと、曲がりなりにも第三者に相談してアドバイスをもらって進めたことと

では、こちらの考え方として結果が変わってくるのかと思う。結果的には単独で

やったことであるが、ご自身の考えのみで判断したというわけではなかったと

いうところは少し安心した。 

（Ｃ 委 員）この確約書について、市長の認識としては、伊東市長の小野達也として署名を

したという認識なのか。そうなると、当然、伊東市にその確約書の効果が及ぶ、

いわゆる代理権限ではないが、伊東市に確約書の効果が及ぶというような認識

でやられていたのか、あるいは、あくまでも小野達也個人としての考えを表明し

た認識であったのか、その辺はいかがだったのか。 

（小野市長）そのことについては、市議会全員協議会でもお答えさせていただいたが、確約

書の作成については、事業者側が作成した書面に伊東市長との印字があり、続け

て小野達也と署名した。結果的には行政文書としての扱いになろうかと思われ

るが、当時の私の認識としては、当然、副市長にも担当する建設部長にも相談し

ておらず、また、先ほど述べたように、裁判とは別のものと考えていた。日頃、

顧問弁護士である梅田先生に様々なことを相談している中で、このことについ

ては少し恥ずかしい限りではあるが、一言も相談しなかった。当時の心境として

は、個人的に事業者に対して私の顔を立てて賠償金を取らないでくれというよ

うなつもりだったので、まさかこのような事態になるとは思っていなかった。 

（Ｃ 委 員）今の市長の説明によると、今回のことは、副市長や担当する建設部長に相談を

しなかったが、署名されたものは結果的に行政文書の扱いであったと思われる

とのことだった。通常、このような、例えば市長が署名とか市長印を押すといっ

た、いわゆる公式な文書手続というのは、どういう順番で決裁等が市長に回って

きて、最終的に市長が署名、押印するのか。事務手続に関する流れについて説明

いただきたい。 

（事 務 局）本来の文書の手続を進めるに当たっては、伊東市役所文書取扱規程と伊東市事

務決裁規程を根拠に、これらに基づいて処理をすることになる。今の確約書を例
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にすると、まず、確約書を作成、送付するか否かについて市の意思を決定するこ

とになるが、伊東市役所文書取扱規程第２１条において市長の決裁を受けるべ

き事項で、特に重要なもの起案しようとするときは、あらかじめ市長の処理方針

を確認の上起案しなければならないとあり、さらに同規程第２２条において、す

べての事案の処理は、文書によらなければならないとされており、この起案文書

の重要度により決裁区分を決めることになる。それから、同規程第２５条第２号

により、起案文書は、決裁区分に従い原則により回議によって行うものとすると

あり、その回議の流れが同規程第２５条第３号及び第４号に規定されており、回

議は、課内においては、起案者から係員、係長、取扱主任、課長補佐、課長の順

に、部内においては、他課に合議を必要とするものは当該回議をした後、次長を

経て部長へ回議するものとし、さらに、市長、副市長の決裁、会計管理者機関の

協議・審査及び他部の合議をする必要とするものは、主管部長の決裁を得た後、

回付するものとするとある。 

したがって基本的には、担当者から課長、部長を経て、副市長、市長の決裁と

いう順となり、最終的に市の意思決定を行う権限のある方、この場合は市長と想

定しているが、こちらの決裁を受け、執行することになるものと考えている。 

（Ｃ 委 員）今、事務局から説明があったが、今回の確約書について、市長の話であると、

相手方が作文されたものについて、もちろんそのままではなく、適宜、修正はさ

れていたとのことだが、この確約書は、本来であれば、今の説明のように、それ

らの規程に則って、しかるべき決裁区分により決裁を取るべき文書だったのか

どうなのかということについて、事務局としての見解を伺う。 

（事 務 局）伊東市役所文書取扱規程において、文書についての定義があり、その中で、文

書というのは、職員が職務上作成し、又は取得した文書とあるので、基本的には、

文書というのはこの規程に則って処理されるべきであると認識している。 

（Ｃ 委 員）それならば、本来であれば、そのような手続きを踏まなければいけなかったと

思われるし、なおかつ、相手から送られた内容に修正をかけたということであれ

ば、修正をかけた方がいるわけで、それは市長本人なのかどうか、相談して修正

をかけたとのことだが、本来の処理としては、決裁を経た上で対外的に送付され

るべきであったという認識でよろしいか。 

（事 務 局）Ｃ委員の言われるとおりだと考えている。 

（Ｂ 委 員）内容的なことになるが、市議会全員協議会の要点記録を見ると、相手側からの

内容は、もし稼働をすれば、１日の売電金額から計算すると１日の損害賠償が４

８８万円くらいになるというようなことなのだが、この金額的なことについて、

弁護士等に相談したことはあるか。 

（小野市長）弁護士に相談したかどうかは定かではなく、私が職員から報告を受けた件かも

しれないが、ＦＩＴ法による売電価格から、当時の売電価格が１キロワットアワ
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ー当たり３６円というコストで、実際に２０年間売電するとして計算をすると、

３３０億円だったと思うが、それを日数で割っていくと、確かに１日当たり４８

８万円程度になる。おそらく事業計画書なるものがあり、それに基づく計算から

の金額であるということを職員から説明を受けたのではないかと記憶している

が、そのことがいつも頭にあり、その金額に基づき何度か内容証明書付きの文書

や、ときには警告という少し厳しい言葉で送付されてきていた。 

（Ｃ 委 員）内容証明付きの文書が伊東市長あてに複数回にわたって送られてきたとのこ

とだが、その送付の事実自体は、訴訟を担当していた弁護士の先生はご存知だっ

たのか。それとも、それすらご存じではなかったのか。その点はどうか。 

（小野市長）私からお答えするが、もし間違っていたら、後に事務局から報告させる。 

何十回も来ていたという言い方が正しいかわからないが、毎回、大体同じよう

な内容の文書であり、日付だけを修正しているようなものであったと思う。顧問

弁護士には、毎回ではなかったかもしれないが、文書を見せるなど報告をし、意

見も求めていたと思う。 

（Ｃ 委 員）頻度としては、何十回か。 

（小野市長）回数についての詳しい資料は手元にはないので、後ほど調べていただければと

思う。私も先程説明のあった、最終的な決裁の印を押したが、５回や１０回では

済まないほど送付されてきた。 

（Ｃ 委 員）承知した。 

（事 務 局）ただいまの内容証明の関係で、相手方の弁護士から送られてきた文書について

は、伊東市の顧問弁護士の方へは逐一お示しさせていただいて相談をしている

とのことである。 

（Ｃ 委 員）その相談されている窓口は、何課が担当されているのか。 

（事 務 局）建設部の建設課と都市計画課であり、内容によって分かれるので、全体の件数

については調査中である。必要であれば、後でお示しすることを考えている。 

（Ｃ 委 員）お示し願いたい。それと、例えば弁護士から何か意見があったのか、どうなの

かということが、もしわかれば教えていただきたい。わからなければ結構である。 

（事 務 局）承知した。 

（小野市長）毎回、返事は出していないように記憶している。ただ、あまり無視を続けてい

ると警告書のような重い内容の文書が送付されてきたので、私としては、一度文

書を出したほうがいいのではないかというようなことを相談したことがあり、

当方で作成した文書の内容を顧問弁護士に確認していただいたというようなこ

とが何回かあったことは記憶している。ただ、１４日以内に云々というような内

容の文書も含まれていたので、相当な期間にわたり無視し続けていた時期があ

る。当然、相手側に都合のよい内容でしかないので、私も庁内で相談をした中で

は、放置しておいてもいいのではないかということでいたが、相手も段々エスカ



7 

レートしていき、特に河川のほうについては控訴したこともあり、リスクが１段

階高まってきたと考えていた時期が、ちょうど昨年のこの時期だったと記憶し

ている。 

（Ａ 委 員）市長が追い詰められた気持ちになっていたというのが、説明から理解できる。

ただ、事務局からも文書の手続に関する規程について説明があったとおり、当然、

そのことは市長もご存知の上だったと思う。そうした中で、相手方が作られた文

書について、市の方で多少修正したにしろ、それに署名をするということに躊躇

や不安はなかったのか。 

（小野市長）できれば口頭で済ませたかった。署名については少し不安があったが、確約書

の内容について、宅地造成等規制法に基づく審査対応と訴訟結果の経済産業省

への報告というのは、当然、私どもも対応するものと考えていたので、問題はな

いかと考えた。控訴棄却判決後の河川占用処分については、速やかに許可を出し

てしまっていいのかどうなのか少し心配あった。ただ、当初は書面で交わすこと

は考えていなかったので、なかなか相手も強気だなというような気持ちはあっ

たが、こちらから先方に接触した件だったので、書面ではできないとなると、あ

たかも嘘つきみたいなことを言われるのも嫌だったということもあり、修正を

依頼した結果、多少のリスクは考えられたが、これならば問題はないと判断し署

名を行った。質問の内容とは少し異なるが、正規の手続をしてもよかったのでは

ないかということが１番の問題なのだが、先ほど申したとおり、控訴審では大変

厳しい状況を予想していたため、法規に則って私たちは手続を進めることにな

り、具体的には、河川占用について許可を出すのだから、先方に対し、損害賠償

だけはしないでほしいという気持ちだったので、自分の中では個人的なお願い

であったという思いが今でも残っており、水面下の交渉であるのに、このような

文書を外に出してほしくなかったという思いがある。当然、今後一切、このよう

な手続はしないが、自分としては、裁判とは別の物であり、行政に関わる文書で

はなく、個人的な文書であるというような甘い考えであった。大変申し訳なく思

っている。 

（山本会長）他に質問はないか。 

（各 委 員）なし。 

（山本会長）それでは疑問点の確認に関する質問等はこれで終了する。 

ここからは委員による審査を行うことになるので、市長におかれては退席を

お願いする。 

（市長退室） 

（山本会長）それでは審査を行う。先ほどの市長に対する質問の中で明らかになったことが

いくつかあるわけだが、審査を行うに当たり、いくつかポイントになるところが

あると思うので、委員でその点を共有したいと思う。 
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まずは、委員から何か意見があればお伺いする。 

（Ｃ 委 員）私が考えるのは大きく２点であり、１点目は、当然、規程に則った文書の取り

扱いがされていないこと、それが１番大きな問題だと思う。 

もう１点は、市長が建設部職員に対し、この件に関して委任状を出していたと

いうことだが、当然、控訴審を担当している弁護士に対しても委任契約がある中

で、二重委任のような形になっているわけである。 

通常、窓口を一つに集約しないと、言っていることが右と左で変わってきてし

まう。まさに今回の件では、結果、そのようになってしまったのではないかと思

うのだが、やはり１つの案件に関し、弁護士に依頼しているのにもかかわらず、

水面下で別の市職員に委任状を出し相手方と折衝をさせていたと。そこも手続

としては、気になるところであると思われる。 

（Ｄ 委 員）市長の説明であると、行政文書ではなく個人的な文書という認識の中で、外部

に出てしまったということで、ある意味驚いているような言い方をされていた

が、どのように考えようが、やはりこれは行政文書である。このことが１点。も

う１点は、伊東市政治倫理条例の中で、特に政治倫理基準の３号、特定の者のた

めに有利な取り計らいをしないことというところに抵触する可能性があるとい

うことで、この確認書が相手方に有利に働いている内容だったのか。もし、有利

に働いているとしたら、これに抵触する。ただ、抵触するとしても、軽率であっ

たということで終わらせるのか。誰がどう見ても軽率は軽率である。正規の手順

を踏むべきであり、やってはいけないことをやってしまった。たとえ、個人的に

脅されて、何度も文書が送付されてきて市長も驚いてしまい、ある意味震えあが

ってしまったとしても、その際にいろいろと相談していれば、これほど大きな問

題にならずに済んだと思われる。なぜ相談しなかったのかということは最初か

ら疑問に思っていた。 

損害賠償を避けるために相手方に少しばかり有利とみられる内容の文書を送

付してしまったとなると、特定の者のために有利な取り計らいをしないという

部分に抵触してしまう可能性もある。市長の説明からは、そういうつもりではな

いようだが、なかなか難しい問題であると思われる。 

少しばかり相手方に有利な内容の確約書に署名するので、１日当たり四百何

十万円もの恐ろしい損害賠償はしないでほしいということであったのか。市議

会全員協議会の要点記録を読ませていただいたが、市議の皆さんも結構突っ込

んだ質問をしており、今日も大体この内容に沿った説明であったので、市長の発

言は嘘ではないなという印象を受けた。 

（山本会長）そうすると、審査するポイントとしては、３つか４つくらいに集約されると思

う。市長が個人でこのような書面に署名をしたという、そういう意思決定に対す

る是非として、審査会としては、どのような判断というか結論を出したらいいか
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ということだが、これはルール違反ということは明らかである。それと、結果と

して、正規の手続を経ないで確約書に署名したことで、表裏の関係になろうが、

確約書というものの存在が秘匿されたこと。このことについての２点と、もう１

点、市長が単独で交渉してしまったということで、これについても、審査会とし

て、判断をしたほうがいいと思う。それと、最後のポイントとして、控訴審の係

争中にもかかわらず、相手側と接触したり協定を結ぶという意思を伝えたこと

に関して、当然、軽率なことであったと思われるので、この点についても、審査

会として、どのように判断するか意見を伺いたいと思う。 

まず、市長が個人的に意思決定行為をしたということについては、審査会とし

ては、これはあらざる行為というようなことでよろしいか。あと、行政手続きを

経ずに確約書を作成したことについては、相手方が作成したものの内容を少し

修正したとのことであるが、このことについても、当然、正式な手続を経ないで

行っているわけであるので、これもあらざる行為ということでよろしいか。それ

と、係争中にもかかわらず、相手側と接触したことということについても、審査

会としては、問題があるというような、そのような内容でよろしいか。 

（Ｄ 委 員）どのような表現を使って表していくのか、厳しく強めに言わないと伝わらない

のではないか。市長は十分反省しているけれども、軽率だった。 

（Ｃ 委 員）Ｄ委員の言われるとおりで、単に軽率であったとのことだったら、この審査会

はあまり意味がなくなってしまう。当然、この確約書については、伊東市長によ

る行政文書として発信すべき文書であり、伊東市内部の文書規程に沿った手続

をしなければいけないところ、それをしていないという違反があるだろうとい

うことが明らかであるということは、強く明示したいと思う。また、係争中に相

手と交渉したかどうか云々ということは、弁護士の立場からすると、絶対ありえ

ない話であるが、規則違反の話とはちょっとレベルが違う話であり、これは、係

争を受けていただいている弁護士の先生との信頼関係を損なう行為であると思

う。市の内部の規則を守らないということは、当然、市民の信頼を失う行為とい

うことであるが、係争中にもかかわらず弁護士を通さずに相手に接触したとい

うことは、担当している弁護士との信頼関係を著しく損なう行為であり、対象が

違うので、同列にはならないと思う。政治倫理に関して重いのは、当然、規則違

反の方であると考える。 

また、気になるのは、市長は表に出る文書ではないと思っていたとのことだが、

今後も表に出なければいいのか。市長として文書を出すのであれば、当然、行政

文書であり、そのような認識を改めていただかないといけないと思う。さらに、

２度とこのようなことが起きないような再発防止のための具体的な対策をきち

んと考えていく必要がある。市長が、「もうしません、頑張ります。」と言うだけ

では、市民に対して示しがつかない。規則違反を犯したということになるので、
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その部分と、今回のようなことを２度と起こさないためにはどうするのか。例え

ば市長が出すものについて、最終的なチェックや確認をどうするのか。市長に決

裁権限があるので、市長が決裁したものをそのまま出してしまうことも１つな

のかもしれないが、特に重要な文書に関しては、取り扱いを変えて、市長が決裁

したものについて、さらに最終的に誰かがチェックする機関を設けるなど、例え

ば、株式会社でいうところの監査役や社内取締役というようなチェック機能を

市に設置して、全部の文書をチェックすることは難しいので、例えば、特に重要

な文書に関しては、そういう機関を経るということも大事ではないかと思う。 

本審査会としては、まず文書の規則に則ってないことが行われた規則違反だ

ということをしっかりと明示しつつ、具体的な再発防止策が望まれるというと

ころをしっかりと提言していきたいと思う。 

（Ｄ 委 員）Ｃ委員が、市民との信頼関係を損ねたと言われたが、それをしっかりと指摘す

ることが本審査会の目的であるのではないか。市民との関係を損ねたというの

は大きなことである。 

（Ｃ 委 員）本当にそのとおりであると思う。そういうことをされたということは、市民目

線で言うと、残念ながら市長にかなり失望したというところも、当然、意見とし

てあってしかるべきかと思う。 

（Ｄ 委 員）いろいろな経過はあるにしてもそのとおりである。 

（Ｃ 委 員）そのような精神状況に追い込まれていたことや、少なくとも他の有識者の意見

も聞いていたという事情もあるにせよ、やはり１番の根幹となる市民との信頼

という部分において、損なわれたと言わざるを得ないと思う。 

（Ｄ 委 員）そのようなことを指摘すべきと思う。 

（Ｂ 委 員）前市長の不祥事が原因となって、土地取得に係る業務見直し検討委員会や政治

倫理審査会という機関を設置したわけだが、土地取得に係る業務見直し検討委

員会の検証結果の中で、意思決定過程の協議記録及び交渉記録を必ず作成し保

存することということが記載されており、このような検証をしたにもかかわら

ず、そのときの教訓が生きていないということが残念に思う。 

（Ｄ 委 員）そのようなことも指摘していきたい。 

（山本会長）それでは、このような共通認識でよろしいか。 

（各 委 員）異議なし。 

（山本会長）あと２点ほどあるが、１つ目は、今後の再発防止として、本審査会としての今

後の市政への提言を行うということ。２つ目は、報告書の作成ということで、本

日の審査会についてはその方向性を確認し、終了としたい。市政への提言につい

ては、これまでも市の方では認識をされてきたと思われるが、公正性の確保、透

明性の確保、職員の意識向上のためのコンプライアンスの再認識と周知、風通し

のよい職場づくりによるホウ・レン・ソウの徹底の４点について、改めてこれら



11 

の点について、市へ提言をしたいと思うが、よろしいか。 

（各 委 員）異議なし。 

（山本会長）それでは、最後に報告書の作成に関し、今後の予定とあわせて事務局から説明

願う。 

（事 務 局）（説明） 

（山本会長）ただいまの事務局の説明について、質疑、意見等を伺う。 

（質疑・意見なし） 

（山本会長）質疑、意見等がないようであれば、本日の審査会はこれで終了する。 

以 上  


